
住宅種類ごとに応募資格が異なります。詳しくは県営住宅入居申込案内書10~11ページをご参照ください。
県営住宅申込書の「入居を希望する県営住宅」欄には、一覧表に記載されている団地名・住宅コードを記入してください。

間取り図は、「群馬県県営住宅資料一覧」31～70ページに掲載してあります。
中居県営住宅のコード5は改善住宅ではありません。
ご了承の上、お申し込みください。

【一般住宅】２人以上の世帯の方が申込みできます。
 ※住宅コード5の中居団地は、リフォーム住宅ではありません(風呂は、バランス式です)。

【高齢者・障害者住宅（単身可）】次のいずれかの方が申込みできます。※車イス住宅ではありません

   ア 申込者が60歳以上の単身者、または申込者が60歳以上で2人以上の世帯の方
     ※募集期間内に年齢が60歳に達している方。
   イ 申込者が障がい者(①身体障がい者1～4級、②精神障がい者1～2級、③知的障がい者A、④難病患者等)で
     単身者、または2人以上の世帯の方

【子育て支援住宅】次のいずれかの方が申込みできます。

   ア 申込者本人が配偶者(内縁および婚約者を含む)のいない方で同居親族が20歳未満(申込日時点)の子どもだけで
     現に子どもを扶養している方(離婚未成立、調停中は非該当)
   イ 申込者に19歳未満の子ども(令和6年度：平成18年4月2日以降の出生、令和7年度：平成19年4月2日以降の出生)
     が3人以上いて、その3人を現に扶養しその子ども全員が県営住宅に入居できること。
   ウ 同居親族が配偶者と中学校就学前の子ども(令和6年度：平成24年4月2日以降の出生、令和7年度：平成25年4月
     2日以降の出生)のみで現にその子どもを扶養し、全員が県営住宅に入居できること。

群馬県住宅供給公社 管理課 受付相談・収納係

027-223-5811 （音声ガイダンス1→１）


